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第１条（約款の適用） 

  当社は、この鳥取テレトピアケーブルテレビ加入契約約款（料金表を含みます）により、当社が設置する有線電気通信設備

によるサービス（付帯するサービスを含みます。）を提供します。 

２ 当社が提供する有線電気通信設備によるサービス以外のサービスについては、別に定める契約約款および規約等を適用す 

るものとします。 

 

第２条（当社が行う業務） 

当社は業務区域内の加入者に次の業務を提供します。 

（１）テレビ自主番組の有線放送 

（２）当社が再送信可能なテレビジョン放送及びFM放送の再送信 

（３）日本海ケーブルネットワーク株式会社(以下「NCN」という)から運用受託して行うチャンネルリースによるサービス 

（４）その他上記業務に付帯する業務 

 

第３条(契約の単位) 

加入契約は１世帯（同一の住居で生計を共にする者の集まりをいう）又は１事業所（同一の建物または同一敷地内で経理を共にする

法人又は団体等をいう）ごとに行い、１加入者につきタップオフの１端子を割り当てます。 

２  区分建物（１棟の建物を区分して複数の世帯又は事業所が入居できる形態の建物をいう）については、第１項の規定による方法 

以外１棟の建物全部について所有者又は管理者と加入契約を行います。 

３  前項の規定に関わらず、区分建物の区分ごとの入居者単位として当社の業務提供が可能な場合､所有者又は管理者と加入に関 

する契約のみを、入居者と利用に関する契約のみを行うことができます。 

 

第４条(契約の成立) 

加入契約は、加入を希望する者がこの約款を承諾の上、加入申込書を当社に提出し、当社がこれを承諾した時をもって成立するも

のとします。 

２  当社は、そのサービスの提供を行うことが以下の理由で困難なときは、加入申込を承諾しないことがあります。 

（１）施設設置面での技術的な理由により工事が不可能な場合 

（２）加入申込者が自己に課せられた債務の履行を怠ったことがあるなど、本約款上行うべき債務の履行を怠る恐れがあると認めら 

れる場合 

（３）加入申込書類の記載事項に不備（名義、捺印、識別番号及び符号情報などの相違・記入漏れなど）がある場合 

（４）加入申込者が、当社の放送する番組の著作権その他を侵害する恐れがあると認められる場合 

（５）加入申込者が、未成年者または成年被後見人で、それぞれ法定代理人、後見人の同意が得られない場合 

（６）料金などの支払い方法について、当社が定める方法に従っていただけない場合 

（７）加入申込者が、本約款に違反する恐れがあると認められる場合 

（８）その他、当社のサービス提供に著しい支障がある場合 

３  有料放送サービスを利用する場合には、番組ごとに申し込むものとします。 

４  一部有料放送サービスについては、20歳未満の方は利用できないことがあります。 

５  本人確認及び年齢確認のため、身分証明証の提示を求めることがあります。 

６  加入者は、引込線等の設置に関し、地主、家主、その他利害関係人があるときは、あらかじめ必要な承諾を得ておくものとし、後 

日問題が生じた場合があっても当社は責任を負わないものとします。 

７  当社は、加入申込者が次の各号に反する場合は、加入申込を承諾しないものとします。また、加入者が、次の各号に反する事が 

判明した場合、何らの催告もせず、本契約を解除することができるものとします。これにより損害が生じた場合は、加入申込者及 

び加入者が賠償するものとします。 

（１）加入申込者及び加入者は、現在または将来にわたって、次の反社会敵勢力のいずれにも該当しないこと。 

     ①暴力団 

     ②暴力団員 

     ③暴力団準構成員 

     ④暴力団関係企業 

     ⑤総会屋等、社会運動等標ぼうロゴ 

     ⑥その他前各号に準ずるもの 

（２）加入申込者及び加入者は、現在または将来にわたって前号の反社会的勢力と密接な交友関係にある者（以下、「反社会的勢 

力等」という）と次のいずれかに該当する関係を有しないこと。 

①社会的勢力等によって、その経営を支配される関係 

②社会的勢力等が、その経営に実質的に関与している関係 

③社会的勢力等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関係 

     ④その他反社会的勢力等との社会的に避難されるべき関係 

（３）加入申込者及び加入者は、当社に対して、自ら又は第三者を利用して次のいずれの行為も行わないこと。 

     ①暴力的な要求行為 

     ②法的な責任を超えた不当な要求 

     ③取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為 

     ④風説を流布し、偽計又は威力を用いて当社の信用を毀損し、又は当社の業務を妨害する行為 

     ⑤その他前各号に準ずる行為 

  

第５条(初期契約解除制度） 

  加入申込者は、契約後にお送りする「ご契約内容のご案内」を受領してから起算して８日を経過するまでの間、文書によりその申込の 

解除をすることができます。 

２  前項の規定による初期契約の解除は、同項の文書を発した時にその効力を生じます。 

３  第１項の規定により加入契約の解除を行った場合、お客様は損害賠償もしくは違約金その他の金銭等を請求されることはあ 

りません。ただし、本契約の解除までの期間において提供を受けた有料放送サービスの料金、事務手数料及び既に工事 

が実施された場合の工事費は請求されます。この場合における工事費は実費または初期契約解除制度に基づく上限額を 

請求します。 



４  当社が初期契約解除制度について不実のことを告げたことによりお客様が告げられた内容が事実であるとの誤認をし、 

これによって８日間を経過するまでに契約を解除しなかった場合、本契約の解除を行うことができる旨を記載して再発 

行した書面を受領した日から起算して８日を経過するまでの間であれば契約を解除することができます。 

 

第６条(加入金、工事費及び利用料金) 

 加入者は、別表に定める加入金、工事費及び利用料金を当社に支払うものとします。 

２  加入金は、第３条第１項の申込みの際に支払うものとします。 

３  利用料金は、月の初日から利用を開始した場合はその月分から、月の途中から利用を開始した場合はその月の翌月分から、本 

契約の解約又は利用の一時休止をする日の属する月分まで毎月支払うものとします。 

４  加入者は、料金その他の債務について、当月の支払期日に支払いがなく翌月分とをあわせて支払うべき場合、翌月の支払期日 

までに全額支払うものとします。 

５  落雷等、やむを得ない事由により当社が、第1条に定めるサービスの提供が出来なかった場合、原則として利用料金の減額は行 

わないものとします。 

６  全ての加入者は、別表に定める基本利用料金を支払うものとし、有料放送サービスのみを受けることはできません。 

７  有料放送サービスは別段の取り決めがない限り、1カ月を単位として契約できるものとし、当社、加入者のいずれかから申し出がな 

い場合には自動継続するものとします。 

８  社会経済情勢の変化に伴い、加入金及び利用料金を改定することがあります。この場合、前納により利用料金を支払った加入者 

の未経過期間についての利用料金についてはこれを据え置くものとします。 

９  NHKの受信料は、この約款で規定する加入金、工事費及び利用料金には含まれていません。 

 

第７条(料金の支払方法) 

 加入金、工事費及び利用料金は当社が規定する方法で金融機関の自動引き落としにより支払うものとします。 

   ２  原則として、当社は加入者に対し請求書および領収書を発行しないものとします。 

   ３  加入者は、支払い期日の到来する順序に従って料金を支払うものとします。 

   ４  加入者が契約の申込を行う場合に、サービスの提供に先立ち、契約に基づき支払うべき額の一部を、前もって直接支払っていた

だく場合があります。なお、支払いいただいた金額は、債務を清算した後、なお残額がある場合を除き、一切返還いたしません。 

   ５  料金の過払いが生じたときは、当社は翌月以降の料金に充当します。 

 

第８条(セットトップボックス、付属品及び告知サービス受信端末装置) 

 当社が提供する業務を受けるためにセットトップボックス、リモートコントローラー等の付属品又は告知サービス受信端末装置が必要な場

合、当社から当該機器を加入者に貸与するものとします。当該機器を必要としないサービスに変更した場合、または一時休止中及び解約

時には当該機器を当社に返納するものとします。加入者買取の告知サービス受信端末装置については、この限りではありません。 

   ２  加入者は、別途定める利用案内に従ってセットトップボックス、リモートコントローラー等の付属品及び告知サービス受信端末装置 

を使用するものとします。加入者の故意又は過失によってセットトップボックス、リモートコントローラー等の付属品又は貸与に係る

告知サービス受信端末装置を破損又は紛失した場合、その損害については加入者が弁済するものとします。 

   ３ セットトップボックス、リモートコントローラー等の付属品及び告知サービス受信端末装置は、性能改善のため予告なくその仕様を変

更することがあります。 

 

第９条（債権譲渡） 

加入者は、当社が有する加入者の料金その他の債務についての債権を譲渡することがあることを承諾するものとします。 

 

第１０条（放送サービスの変更） 

加入者は、放送サービスの変更を申込むことができます。 

   ２  放送サービスの変更は、第3条の規定に準じて取り扱いを行います。 

   ３  変更の申込みを当社が承諾し変更を行った場合、加入者は変更後のサービス内容に応じた料金を支払っていただきます。 

   ４  ご利用コースの変更受付は、1カ月に1回のみとさせていただきます。なお、コース変更に伴うご希望サービス内容の提供は、当

社がお申込みを承諾した翌月1日からとなります。変更申込月よりの視聴をご希望の場合は、当該月のご利用料金の支払いをし

ていただきます。 

 

第１１条（延滞処理） 

加入者は、料金その他の債務について、当月の支払期日に支払いがなく翌月分とをあわせて支払うべき期日を経過しても支払いがな

い場合（当社が支払いを確認できない場合も含む）、当社が定める期日から支払日の前日までの日数について、年14.5％の割合で計算

して得た額を遅延損害金として加算し、当社に支払っていただきます。 

 

第１２条（最低利用期間） 

当社の放送サービスには、6カ月間の最低利用期間があります。 

   ２  加入者は、サービス提供を開始した月の翌月から起算して6カ月間の最低利用期間内に契約の解除があった場合には、当社が

定める期日までに、料金表の定めにより未経過分の利用料金を支払っていただきます。 

   ３  当社が加入契約を解除する場合には、前項の適用はいたしません。 

   ４  加入者が、放送サービスの変更をされた場合、変更前のサービスの変更期間と変更後のサービスの契約期間を合算し、6ヵ月の

期間を満たさない場合に未経過分の利用料金を支払っていただきます。この場合は、契約の解除があった時点のサービスの利

用料金に相当する額に、残余の期間を乗じて得た額を支払うものとします。 

 

第１３条（B－CASカードの取り扱い） 

加入者は、デジタル放送サービスの提供を受ける場合、セットトップボックス1台につきICカード（ビーキャス（B－CAS）カード）（以下「B

－CASカード」という）1枚を使用するものとします。 

   ２  B－CASカードに関する取り扱いについては、株式会社ビーエス・コンディショナルアクセスシステムズの「CATV専用B－CASカ 

ード使用許諾契約約款」 (KB0008D)に定めるところによります。 

   ３  故意または過失によるB－CASカードの破損紛失等の場合には、別表に定める相当分の費用を当社に支払うものとします。 

   ４  解約時には、B－CASカードを当社に返却するものとします。 



 

 

第１４条（C－CASカードの貸与） 

当社は、デジタル放送サービスの加入者に対して、C－CASカードをセットトップボックス1台につき1枚貸与するものとします。 

   ２  C－CASカードの所有権は当社に帰属し、加入者は解約または当社が行う解除までセットトップボックスに常時装着した状態で 

使用するものとします。 

   ３  加入者は、善良なる管理者の注意義務をもってC－CASカードを管理するものとします。 

   ４  加入者の責めによらないC－CASカード本体の故障によって受信障害が発生したと当社が認定した場合には、当社はC－CASカ

ードを交換することがあります。 

   ５  加入者は、次の各号を行うことはできません。 

       (1)C－CASカードの貸与、譲渡、質入れその他の処分 

       (2)C－CASカードの複製・翻案、改造・変造、改ざんなどのカードの機能に影響を与えること 

       (3)C－CASカードを日本国外に輸出または持ち出すこと 

  

第１５条（C－CASカードの紛失等） 

加入者は、C－CASカードを紛失または盗難にあった場合、当社に速やかに届け出るものとします。 

   ２  当社は、届け出を受理した後、速やかに当該C－CASカードを無効にします。ただし、届け出が受理される前に第三者によりC－

CASカードが使用された場合、有料チャンネル等に係る料金は加入者の負担となります。 

  

第１６条（C－CASカードの再発行） 

当社は、C－CASカードを再発行することを適当と認めた場合に限り、その再発行を行うものとします。この場合、加入者は別表に定める

C－CASカード再発行手数料を支払うものとします。 

  

第１７条（C－CASカードの返却） 

加入者は、解約または解除の規定により解約または当社が行う契約の解除を行う場合は、当社に対してC－CASカードを直ちに返却す

るものとします。 

 

第１８条(施設の設置) 

タップオフの出力端子からテレビ受像機等の入力端子までの施設は、当社所定の機器、工法により当社又は当社の指定する業者が工

事するものとします。当該施設は費用を負担した者がこれを所有します。 

   ２  第１項の施設の設置工事において、家屋や構築物若しくは敷地の使用が必要な時は、加入者はこれを無償で提供するものとし

ます。この場合において、地主、家主その他の利害関係人があるときは、加入者はあらかじめその承諾を得ておくものとします。 

 

第１９条（施設の保守責任） 

当社の保守責任範囲は、保安器の出力端子までとします。ただし、保安器の出力端子からテレビ受像機等の入力端子までの設備につ

いては、加入者からの申し出により当社又は当社が指定する業者が保守するものとします。 

   ２  加入者が所有する設備の保守改修に要する費用は、加入者が負担するものとします。 

   ３  加入者所有施設の盗難、紛失、損傷については加入者が責任を負うものとします。 

   ４  天災や不可抗力の事故により施設が損傷した場合、当社はその責を負わないものとします。 

 

第２０条(施設の設置場所の無償使用等) 

加入者は、当社または当社の指定する業者が施設の検査・改修を行うため加入者の敷地家屋等への出入りについて協力を求めた場

合、これに便宜を提供するものとします。 

２  加入者は、施設の設置等について、地主、家主、その他利害関係者があるときには予め必要な承諾を得ておくものとします。ま 

た、このことに関し後日苦情が生じたときは、加入者は責任をもって解決するものとします。 

 

第２１条(故障) 

加入者から業務の提供に関し異常の申し出があった場合、当社はこれを調査し、必要な措置を講ずるものとします。異常の原因が加入

者の施設による場合、その修復に要する費用は加入者が負担するものとします。 

 

第２２条(一時休止) 

加入者が当社の業務の提供の一時休止を希望する場合、希望する日の10日以上前に所定の様式により当社に申し出るものとし、当社

がこれを承諾した場合に限り一時休止できるものとします。 

   ２  一時休止は、全ての業務の提供を停止するもので、提供業務の一部についての一時休止できないものとします。 

   ３  一時休止中はセットトップボックス等を当社へ返納していただくため、当社が行う業務の提供を受けることはできません。 

   ４  一時休止にかかる引込み線およびセットトップボックス等の取り外し等の費用は加入者が負担するものとします。 

   ５  一時休止期間は、原則として１年以内とします。 

   ６  加入者が再開を希望する場合、所定の様式により当社に申し出るものとし、再開に要する工事費および別表に定める手数料を 

当社に支払うものとします。 

第２３条（利用場所の変更） 

加入者の転居等による利用場所の移転は、当社の業務区域内に限り承諾します。この場合、引込線の撤去及び新設等移転に要する

工事費用は加入者の負担とします。 

  ２ 第２条第3項の区分建物の加入契約では､利用場所の変更はできないものとします。 

 

第２４条(名義変更) 

新加入者は旧加入者の権利義務を継承する場合、当社の承諾を得た上で新加入者に名義を変更できるものとします。この場合、新加

入者は別表に定める手数料を負担して所定の様式で当社に申し出るものとします。 

   ２  名義変更に伴い、受信機の設置場所の移転が生ずる場合は、第２２条の規定に準じるものとします。 

 

 



 

 

第２５条(区分建物の共用戸数の増加) 

第２条第２項及び第３項の規定により、区分建物の加入契約を行った所有者又は管理者が当該建物に係る共用端子を共用する戸数を

増加させるときは、所定の様式により当社に届け出るものとします。 

 

第２６条(加入者の禁止事項等) 

加入者は、当社が提供するサービスを個人的にまたは家庭内で、その他これに準ずる限られた範囲で利用する場合を除き、営業目的

に使用したり複製その他の方法により第三者に供給することは無償・有償にかかわらず禁止します。 

   ２  加入者は、当社に無断で施設の改変や増設工事をしてはならないものとします。 

   ３  無断で改変、増設した設備については、加入者の負担により、改めて適切な工事を行うものとします。 

   ４  無断で改変、増設をしたことによって、当社又は他の加入者に受信障害などの不利益が生じた場合、当該加入者が賠償責任 

を負うものとします。     

   ５  加入者は、加入契約に定める台数を超えるケーブルテレビ用チューナーを設置することはできません。 

   ６  前項に違反した場合、加入者は違反した台数につき、加入契約に基づくサービス提供の始期に遡り、契約したものとして当該 

利用料を当社に支払うものとします。 

   ７  加入者は、当社のサービスの視聴を可能にする目的で、当社が設置した設備・機器等以外の不正な機器等を使用すること及び 

本来のサービス利用日的以外で当社の機器等を利用することはできません。また、当社所定の手続を経ずに当社施設へ接続し、  

電波を盗視聴することを禁止します。 

   ８  前項に違反した場合、当社は盗視聴者に対して、その地域で当社がサービスを開始した日より不正視聴を当社が確認した時点 

までの加入金及び利用料金を損害金として請求します。 

 

第２７条(解約及び加入者の義務違反による業務の強制停止及び契約解除) 

加入者が本契約の解約を希望する場合は、解約を希望する10日以上前に当社所定の様式により申し出て解約できるものとします。 

   ２  第２条第２項及び第３項の区分建物の加入契約において､建物が滅失した場合､本契約は解約になるものとします。ただし､建て 

替えの場合はこの限りではありません。 

   ３  加入者は解約の場合、利用料金を含む全ての料金（解約月の月額利用料も含む）を当該解約の日の属する月までに精算する 

ものとし、日割りによる精算はしないものとします。 

   ４  加入者が加入金を期日までに支払わなかった場合、又は利用料を継続して２ヶ月支払わなかった場合、当社は業務の提供を強 

制停止させることができるものとします。 

   ５  強制停止後催告しても加入者が支払いに応じなかった場合は、加入契約は解約されたものとします。この場合、加入契約の解 

約の日は、催告した日から１ヵ月後とします。加入者の不在などで催告が不可能な場合も同じとします。 

   ６  加入者が本契約に違反する行為があった場合は、当社は加入者に通告の上業務の停止又は加入契約の解約ができるものとし 

ます。 

   ７  前項の場合において、当社の業務の遂行上著しい支障がある場合には、催告をしないでサービスの提供を停止すること、また 

催告をしないで直ちに停止し加入契約を解除することがあります。 

   ８  当社は、当社または加入者の責めに帰すべからざる事由により、サービス提供にかかる当社施設の変更を余儀なくされ、かつ代 

替構築が困難でサービス提供ができなくなる場合、あらかじめ加入者に通知したうえ、加入契約を解除することがあります。 

   ９  解約となった場合、当社は施設を撤去しますが、撤去に伴う工事費及び家屋や敷地の復旧に要する費用は、加入者がこれを負 

担するものとします。 

  １０  前9項により、加入契約を解除した場合に、加入者が別途支払ったＮＨＫのテレビ受信料（衛星受信料を含む）、株式会社ＷＯ 

WOＷの加入料金および視聴料金が払い戻しされず加入者に不利益、損害などが生ずることがあっても、当社は何らの責任も 

負わないものとします。 

  １１  集合住宅などの共聴施設によりサービス提供を受けている加入者については、集合住宅契約が終了した場合は、加入契約も当 

然に終了するものとします。当社はこの場合には、事前に加入者に通知するものとします。 

 

第２８条(利用料金の滞納によるサービス停止後の再開） 

利用料金などを滞納したことによるサービス停止後、滞納額の全額入金を確認できた場合、確認日の翌々日よりサービスを再開するも

のとします。 

   ２  複数サービス（テレビとインターネットなど）を利用している加入者が、利用料金などを滞納したことによるサービス停止後に再開 

を希望する場合は、全てのサービスの滞納額の全額入金を確認できた場合のみ再開をするものとします。 

 

第２９条(加入金の返済及び清算) 

 本契約が解約となった場合、原則として加入金の返済はしません。但し、通常加入金額による加入契約成立後６ヶ月以内の解約に限り、

払い込みのあった加入金額の５０％に相当する額を返済するものとします。 

   ２  第２条第２項及び第３項の区分建物の加入契約において､建物の増改築等により､加入金算出額が増加する場合､支払済み加 

入金額との差額を支払うものとします。但し､加入金算出額が減少する場合には加入金の返金をしないものとします。 

 

第３０条(利用料等の清算) 

本契約が解約となった場合において、利用料を前納している場合は、解約の月の翌月以降分を払い戻しするものとします。 

   ２  加入契約が解約となった場合において、利用料金等に未払い額がある場合、第５条の規定に基づき加入者はその未払い額を

支払うものとします。また、第２８条に該当する場合は、その額より差し引くものとします。 

   ３  第５条に定める利用料金が改定になった場合、加入者は改定日の属する月よりその改定利用料金を当社に支払うものとします。

但し、前納額を支払った加入者の末経過期間については、これを据え置くものとします。 

 

第３１条(放送内容の変更） 

当社は、放送内容（チャンネル編成など）を変更することがあります。なお、変更によって起こる損害の賠償には応じないものとします。 

 

第３２条(免責および特約事項) 

当社は、次に該当する場合の損害の賠償には応じないものとします。 



     (1)天災その他当社の責めに帰さない事由等により、サービスの提供の中止を余儀なくされた場合 

     (2)当社の責めに帰さない事由または受信障害により、放送内容の全部または一部に異常（画像の劣化、ブロックノイズ、画面の静

止、受信不能等の症状）が発生した場合 

     (3)当社の責めに帰さない事由により、機器などが正常に作動せず不具合が生じた場合 

    ２  当社は、サービスの利用により発生した加入者と第三者との間に生じた加入者と第三者の損害、およびサービスを利用できなか 

ったことにより発生した加入者と第三者との間に生じた加入者と第三者の損害に対し、いかなる責任も負わないものとし、損害賠

償義務も一切負わないものとします。 

３   当社は、視聴状態の確認を行うために、第３５条（加入者個人情報の取り扱い）の規定を遵守した上で、加入者の使用するセッ 

トトップボックスと電気信号による通信を行うことができるものとします。 

 

第３３条(加入申込事項の変更） 

加入者は、加入申込者に記載した事項について変更がある場合には、これを証明する公的文書を添えて文書により申し出るものとしま

す。 

 

第３４条(加入者の地位の承継） 

相続または法人の合併等により加入者の地位の承継があった場合には、相続人または合併等の後に相続する法人もしくは合併等によ

り設立された法人は、これを証明する書類を添えて当社へ届け出るものとします。 

 

第３５条(加入者個人情報の取り扱い） 

 当社は、保有する加入者個人情報については、個人情報の保護に関する法律（平成15年法律第57号）、個人情報の保護に関する基本

方針（平成16年4月2日閣議決定）、及び放送受信者等の個人情報の保護に関する指針（平成16年8月31日総務省告示第696号）に基づ

くほか、指針第28条に基づいて当社が定める「個人情報保護方針」により適正に取り扱います。 

 

第３７条(加入契約約款の改定) 

当社はこの約款を総務大臣に届け出た上改定する場合があります。 

 

第３８条(定めなき事項) 

この約款に定めなき事項が生じた場合、当社及び加入者は誠意を持って協議の上解決にあたるものとします。 

 

第３９条(管轄裁判所) 

本契約で紛争が生じた場合、当社の所在地を管轄する裁判所を第１審の裁判所とします。 

 

第４０条（付則） 

この約款は平成１２年４月１日から施行します。 

この約款は平成２８年５月２１日から一部改訂し施行します。 

この約款は令和２年８月１４日から一部改訂し施行します。 

この約款は令和３年３月２３日から一部改訂し施行します。 

この約款は令和６年８月１日から一部改訂し施行します。 

 

当社は、特に必要がある場合には、この約款に特約をつけることができるものとします。 
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個人情報保護方針 

 

当社は個人情報を保護することは社会的責務であると考え、次のとおり「個人情報保護方針」を定め、以

下の取組みを実施いたしております。 

 

個人情報の取り扱いについて 

１．個人情報の収集 

  当社が個人情報を収集させていただく場合には、収集目的、問い合わせ窓口、提供の範囲等を通知 

したうえで、必要な範囲の個人情報を収集させていただきます。 

２．個人情報の利用目的 

  当社がお預かりするお客様の個人情報の利用目的は次の通りとし、これらの利用目的以外での個人

情報の利用はいたしません。 

   （１）お客様宅における工事、修理業務 

   （２）当社が提供するサービス利用に伴う料金徴収業務 

   （３）お客様の管理業務 

   （４）マーケティング業務 

   （５）お客様への周知、連絡業務 

   （６）前各項に付随する業務 

３．個人情報の第三者への提供 

  法令に基づいた要請を受けた場合など正当な理由があるときを除き、業務の委託先以外の第三者に 

提供・開示は一切行いません。また、お客様の承諾に基づき個人情報を他へ提供する場合には、提 

供先に対してお客様の個人情報を漏洩や再提供等しないよう契約により、適切な管理を実施させて 

おります。 

４．個人情報の維持・管理 

  当社の事業で取り扱う個人情報に対するリスク（個人情報への不正アクセス、破壊、紛失、改ざん、漏 

洩など）を認識し、確実に防止するため最善の予防及び是正に努め、厳正な管理の下で安全な保管 

を行います。 

５．個人情報の照会・訂正等 

  お客様が、お客様自身の個人情報の照会、修正、削除等を希望される場合には、お客様に対する当 

社窓口までご連絡いただければ、合理的な範囲ですみやかに対応させていただきます。 

  また当社は、お客様に有益と思われる当社のサービス、又は提携先の商品、サービス等の情報を提

供させていただく場合がございます。お客様は、当社にお申し出いただければ、このようなサービス等

に関する情報の提供を中止させることができます。 

６．個人情報に関する法令の遵守 

  当社は、個人情報に関する法令及び各種の規範を遵守します。 

７．個人情報保護方針の継続的改善 

  個人情報保護方針の内容は、経営環境に照らし合わせて適宜見直しを計り、継続的に改善を行いま 

す。 



【別表】

区分建物に関する特約

＊プレイボーイチャンネル、レッドチェリーをセットで視聴する場合　　　税込 ３，３００円

＊フジテレビＮＥＸＴのみ視聴する場合　　税込 １，７６０円

タップオフ(クロージャ)から保安器(Ｖ－ＯＮＵ)までの引き込み工事費　　実費
保安器(Ｖ－ＯＮＵ)から受信機までの宅内配線工事費　　　　実費

＊一時休止時、再開時の手数料

再開１回につき　　　　　　　 税込　３,３００円

＊名義変更手数料

１件につき　　　　　　　　　 税込　５,５００円

契約単位通常加入金

区 分

◇加入金

◇利用料（月額）

金 額 備 考

税抜き ３３,０００円

◇区分建物加入金

◇工事費

２部屋～６部屋

７部屋～２９部屋

３０部屋以上

区 分 金 額

１棟につき　　税込 ３３,０００円

１部屋当たり　税込 ５,５００円

１棟につき　　税込 １６５,０００円

＊解約手数料

１件につき　　　　　　　　　 税込　２,７５０円

区 分

有料チャンネル

利用料金

基本利用料金

サービス名 金 額 備 考

税込２,２００円

税込７７０円

税込１,６５０円

税込１,１００円

税込１,３２０円

税込６６０円

税込２,３１０円

◇各種手数料

当社が行うサービスの提供を受ける区分建物の所有者、又は管理者（以下「契約者」とい

う）との加入契約の特約は次の条項によります。

（特約の適用範囲）

第1条 当社のケーブルテレビ加入契約約款に定めた条項のうち、本特約で別途定めた条項に

ついては、本特約が優先するものとします。

（加入契約）

第2条 当社は契約者との間で、当社が行うサービスの提供に関して、１棟の区分建物に

ついて、契約をすることができるものとします。

加入の申し込みは、当社の所定の手続きを経て、当社がこれを承諾した時をもって契約が

成立するものとします。

２ 加入していた区分建物が滅失した時は、その時をもって当該加入権は消滅するもの

とします。但し、同一場所に区分建物を建て替える場合または増改築の場合は、当該加入

権は当社の承諾のうえ継続できるものとします。この時、部屋数が増加する場合、加入金

の額は再計算し、契約者は当社に払い込み済みの加入金の額との差額を支払うものとしま

す。但し、再計算した加入金が、支払済みの加入金額より減少する場合、加入金の返金は

しないものとします。

３ 加入契約のある区分建物内のＣＡＴＶ加入者には、本特約で定めた規定を適用する

ものとします。

（加入金・工事費用）

第3条 契約者は、区分建物の加入金及び工事費用を当社に支払うものとします。

◇工事費用

(施設利用料金)

第4条 契約者は、区分建物の施設利用料金等を当社に支払うものとします。

◇施設使用料

（特約の改定）

第5条 社会情勢の変化に伴い、当特約事項の改定をすることがあります。

（定めなき事項）

第6条 この特約に定めなき事項が生じた場合、当社及び契約者は共に誠意をもって協議し

解決にあたるものとします。

＊入居者が「地デジプラン」以外の利用を希望する場合は、一般加入者の料金を適用し、

入居者が当社と契約のうえ、当社へ支払うものとします。

区 分 金 額

引き込み工事費用 契約者が実費負担

希望入居者が実費負担

契約者が実費負担（各室アンテナ端子まで）建物内共用部工事費用

セットトップボックス設置費用

お知らせネット
　 利用料金

税込１１０円

＊ワウワウ視聴時の利用料は、日本衛星放送協会の契約約款によります。

＊ＪＳＰＯＲＴＳ４のみ視聴する場合　　　税込 １，４３０円

契約単位
デジタルＳＴＢ１台を含む

税込４,４００円ＨＤデラックス

契約単位
デジタルＳＴＢ１台を含む

税込３,８５０円ＨＤベーシック

契約単位
デジタルＳＴＢ１台を含む

税込２,０９０円デジタルミニ

契約単位
デジタルＳＴＢ１台を含む

税込２,４２０円

契約単位
デジタルＳＴＢ１台を含む

税込１,９８０円

追加デジタルＳＴＢ
(ＨＤデラックス)

追加デジタルＳＴＢ
(ＨＤベーシック)

契約単位
デジタルＳＴＢ１台を含む

税込１,１００円

税込５５０円

追加デジタルＳＴＢ
(デジタルミニ)

地デジプラン

追加利用料金

契約単位
デジタルＳＴＢ１台を含む

税込１,８７０円

契約単位
デジタルＳＴＢ１台を含む

税込７７０円

デジ録ブルーレイＳＴＢ

デジ録ＳＴＢ

衛星劇場

Ｖ☆パラダイス

東映チャンネル

釣りビジョン

グリーンチャンネル

グリーンチャンネル２

ＴＢＳチャンネル１

フジテレビＯＮＥ
フジテレビＴＷＯ
フジテレビＮＥＸＴ

デジタルＳＴＢ単位

デジタルＳＴＢ単位

デジタルＳＴＢ単位

デジタルＳＴＢ単位

デジタルＳＴＢ単位

デジタルＳＴＢ単位

デジタルＳＴＢ単位

税込６６０円テレ朝チャンネル１ デジタルＳＴＢ単位

税込２,７５０円

税込２,７５０円

税込９９０円

税込６６０円

税込６６０円

税込８８０円

税込１,５４０円

プレイボーイチャンネル

レッドチェリー

日経ＣＮＢＣ

テレ朝チャンネル２

ミュージック・エア

歌謡ポップスチャンネル

囲碁・将棋チャンネル

デジタルＳＴＢ単位

デジタルＳＴＢ単位

デジタルＳＴＢ単位

デジタルＳＴＢ単位

デジタルＳＴＢ単位

デジタルＳＴＢ単位

デジタルＳＴＢ単位

税込２,５１４円

Ｊ ＳＰＯＲＴＳ１
Ｊ ＳＰＯＲＴＳ２
Ｊ ＳＰＯＲＴＳ３
Ｊ ＳＰＯＲＴＳ４

デジタルＳＴＢ単位

アパート・集合住宅
５０部屋以下

５０部屋以上

１フロア

税込　４４０円×部屋数

税込　２２０円×部屋数

税込　５５０円×部屋数×0.4(稼働率)

税込　５５０円

旅館・宿泊施設

商業ビル・テナント

金 額区 分

＊ディズニー・チャンネル、ディズニー・ジュニアをセットで視聴する場合　　税込 ８６９円

税込２,１８０円

税込２,５３０円

税込９９０円

税込７７０円

税込７７０円

税込７６４円

税込７６４円

Ｍ ｎｅｔ

ＡＴ－Ｘ

日テレＧ＋

日本映画専門チャンネル

時代劇専門チャンネル

ディズニー・チャンネル

ディズニー・ジュニア

デジタルＳＴＢ単位

デジタルＳＴＢ単位

デジタルＳＴＢ単位

デジタルＳＴＢ単位

デジタルＳＴＢ単位

デジタルＳＴＢ単位

デジタルＳＴＢ単位

税込８１２円キッズステーション デジタルＳＴＢ単位

税込５５０円

税込８１１円

チャンネルＮＥＣＯ

アニマックス

デジタルＳＴＢ単位

デジタルＳＴＢ単位

利用料

固定端末レンタル料 税込３３０円

契約単位

契約単位

＊固定端末買い取りの場合　　税抜き３１,３５０円

＊リモートコントローラーの破損、紛失、未返却の場合

デジタルＳＴＢ用　　　　　　 税込　２,７５０円

送料　　　　　　　　　　　　 税込　５５０円

＊セットトップボックスの破損、紛失、未返却の場合

１台につき　　　　　　　　　 税込　３３,０００円

＊録画機能付きセットトップボックスの破損、紛失、未返却の場合

デジ録ＢＤタイプ１台につき                             税込　１１０,０００円

引込線撤去が必要な場合 　　　税込  ９,９００円

同時加入でＴＶのみ解約の場合 税込  ５,５００円

デジ録ＨＤＤタイプ１台につき                         　  税込　５５,０００円

＊Ｂ-ＣＡＳカードの破損、紛失、未返却の場合

１枚につき　　　　　　　　　 税込　２,０９０円

＊Ｃ-ＣＡＳカードの破損、紛失、未返却の場合

１枚につき　　　　　　　　　 税込　５,１７０円

＊暗証番号の初期化などの手続き

１回につき　　　　　　　　　 税込  ５５０円

＊その他　上記以外の費用

実費

＊お知らせネット固定端末買い取り品の修理

１回につき　　　　　　　　　 税込  ８,８００円

＊機器撤去手数料

ＴＢＳチャンネル２ 税込６６０円 デジタルＳＴＢ単位

＊ＴＢＳチャンネル１,ＴＢＳチャンネル２をセットで視聴する場合　　　 税込 １，１００円

税込１,９８０円スター・チャンネル デジタルＳＴＢ単位


